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JASTI運営体制図

• 日本繊維産業連盟が、統括事務局として全体を管理。人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム及び全国社会保険労務士会連合会が統括事務局

指定の監査機関事務局となり、この三者が連携して、安定的かつ効率的に運用できる環境を整備（なお、全国社会保険労務士会連合会は、7

月を目途に参画予定）。

• 監査員（検査機関所属の監査員、社労士）による現地監査を経て作成されるJASTI監査レポートの結果をもって判定を行う第三者監査制度を

運用。

監査機関等

検査機関 社労士

監査・判定

特定技能外国人受入事業所

監査依頼

人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム
（指定監査機関事務局）

全国社会保険労務士会連合会
（指定監査機関事務局）

監査・判定監査依頼

日本繊維産業連盟
（統括事務局）

経済産業省
（制度策定者、管理・監督者）

支援、指導・監督

報告・相談等

監査レポート共有 監査方針等共有

問い合わせ等
問い合わせ等

監査レポート共有 監査社労士事前研修
監査方針等共有



JASTIポータルサイト（JASTI統括事務局が運営） https://jasti-audit.org/
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指定監査機関事務局・ポータルサイト

人権デュー・ディリジェンス コンソーシアムHP
https://sites.google.com/view/jinkenddconso/

全国社会保険労務士会連合会
https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/957/Default.aspx

https://sites.google.com/view/jinkenddconso/
https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/957/Default.aspx
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人権デュー・ディリジェンス コンソーシアムHP



全国社会保険労務士会連合会 JASTI監査対応ページ
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手続きの詳細については、出入国在留管理庁が作成した
「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf


特定技能外国人の雇用手続き その１ 現行技能実習生
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STEP2 特定技能外国人との雇用契約

STEP3 特定技能外国人の支援計画策定

STEP4 在留資格変更許可申請（技能実習→特定技能）

STEP5 変更許可（特定技能へ在留資格変更）

STEP6 就労開始

一般社団法人
工業製品製造技
能人材機構に入
会（賛助会員）☆
※在留資格変更許

可申請前

技
能
実
習
生

技能実習生、受入れ機関（事業所)

受入れ機関（事業所) （登録支援機関との契約）

技能実習生 ※地方出入国在留管理局から承認を受けた取次者（受入れ機関
職員、登録支援機関職員など）のみ代理申請可

技能実習生→特定技能外国人

STEP0

☆2025年6月までは、製造業

特定技能外国人受入れ協
議・連絡会に加入
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特定技能外国人の雇用手続き その１ 現行技能実習生

STEP0 一般社団法人 工業製品製造技能人材機構に入会（賛助会員）

○受入予定の事業所ごとに入会（賛助会員）
○繊維業については、入会要件として追加４要件が必須。

・国際的な人権基準に適合し事業を行っていること

・勤怠管理を電子化していること

・パートナーシップ構築宣言の実施

・特定技能外国人の給与を月給制とする

○年会費は以下の通り（2025年度は半額）。

※繊維業において正会員団体に属する場合とは、日本繊維産業連盟傘下の団体の会員であること。な
お、当該団体が団体会員の場合は団体会員の会員、連合会の場合は加盟組合の組合員であること。 9

JASTI監査の対象となる要件



特定技能外国人の雇用手続き その１ 現行技能実習生

＜雇用契約が満たすべき要件＞
○労働法規を順守していること
○派遣契約でないこと
○従事させる業務（紡織製品製造、縫製）を明記
○所定労働時間：日本人と同等
○報酬額：同様の業務を行う日本人と同等以上
○月給制であること

○教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇において
外国人を差別しないこと

○一時帰国のための有給休暇取得制度があること

STEP2 特定技能外国人との雇用契約
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特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について（令和６年３月29日閣議決定）の概要

 分野名を「工業製品製造業分野」と変更し上で、新たな業種・業務区分を追加する閣議決定を行った。
関係規程の改正等を経て、令和6年9月30日より受入れ手続きが開始となった。

R1～R5年度 R6～R10年度

分野名
素形材・産業機械・

電気電子情報関連製造業分野
工業製品製造業分野

受入れ見込数 49,750人 173,300人

業種 ○素形材産業
○産業機械製造業
○電気・電子情報関連産業
○金属表面処理業

○素形材産業
○産業機械製造業
○電気・電子情報関連産業
○金属表面処理業
○鉄鋼業
○金属製サッシ・ドア製造業
○プラスチック製品製造業
○紙器・段ボール箱製造業
○コンクリート製品製造業
○陶磁器製品製造業
○繊維業
※追加要件を設定する（詳細は後述）

○金属製品塗装業
○ＲＰＦ製造業
○印刷・同関連業
※全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製

本工業組合連合会いずれかに所属していることを要件とする

○こん包業
※日本梱包工業組合連合会に所属していることを要件とする

業務区分 機械金属加工
電気電子機器組立て
金属表面処理

全３区分

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、
紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、
陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、ＲＰＦ製造、
印刷・製本 全１０区分
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特定技能外国人の雇用手続き その１ 現行技能実習生

○受入れ機関が支援計画実施体制を整えることが原則
（１）事前ガイダンスの提供
（２）出入国する際の送迎
（３）適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
（４）生活オリエンテーションの実施
（５）日本語学習の機会の提供
（６）相談又は苦情への対応
（７）日本人との交流促進に係る支援
（８）外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
（９）定期的な面談の実施、行政機関への通報

○中小企業には支援体制整備の難易度が高すぎるため、登録
支援機関に計画作成も含め全部委託可能
（体制整備の手間と時間をお金で買う）

○登録支援機関は、在留資格変更手続等の代行も可能なので、
使うなら早めに。

○登録支援機関に登録している監理団体もある。

STEP3 特定技能外国人の支援計画策定
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○技能実習生本人が行うべき手続き
○２号終了前に申請手続きを取ることは可能
○登録支援機関に取次ぎを依頼したほうがスムーズか
○申請から許可までの標準処理期間は２週間～１か月
○申請に当たっては、窓口申請の場合は6000円、オンライン申

請の場合は5500円の手数料が必要。

STEP4 在留資格変更許可申請（技能実習→特定技能）

STEP5 変更許可（特定技能へ在留資格変更）
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特定技能外国人の雇用手続き その１ 現行技能実習生


